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公益社団法人練馬区シルバー人材センター中期事業計画(経営計画) 

(令和２年度～令和４年度) 

 

Ⅰ はじめに                                                

公益社団法人練馬区シルバー人材センター（以下「シルバー」という。）は、

昭和 52 年７月、練馬区高齢者事業団として設立以来、区内高齢者の就業とシル

バーへの利用者からの発注に応えるため、さまざまな事業を行ってきた結果、

会員数、契約額ともに全国屈指の規模に成長した。 

社会におけるシルバーへの期待の高まりや役割の強化が叫ばれる中、会員の

就業機会の拡大と共に、シルバーの趣旨・理念を忘れることなく、確実な事業

拡大を図ることが求められている。 

さらに近年の超高齢社会に対応するため、平成 23 年４月からは公益社団法人

の認可を受け、会員のみならず、広く高齢者を含めた地域社会づくりに貢献す

る活動なども行っている。 

平成 29 年には、設立 40 周年を迎え、これまでのシルバーを振り返り、今後

のシルバーのあるべき姿を考える機会として記念事業を実施した。 

平成 30 年度には、予測される変化に適切に対応できるよう、役割と責任を明

確にする組織改革に着手した。合わせて、事業全般について状況把握と改善を

進めている。 

本計画は、前計画（平成 29 年度～31 年度）の主旨を継続するとともに、社会

制度の変更や高齢者の状況を反映したものとする。実現可能な数値目標を設定

し確実に目標を達成するとともにシルバーの充実強化を図る計画とする。（根拠

法：高年齢者等雇用の安定等に関する法律） 

 

Ⅱ 計画年次                                               

  令和２年度から令和４年度の３か年とする。 

 

Ⅲ 計画の内容                                             

 計画の内容は、１～８で、そのうち５項目について、現状、課題、課題に対す

る対応を示し、会員及び就業については計画終了時（令和４年度末）の計画目標

を示している。７，８については別表で示した。本計画策定の基礎データについ

ては別紙資料編として作成した。 

1 スローガン  ２会員   ３就業  4 地域社会への還元  

５普及啓発活動 ６組織  ７数値目標  ８実施項目・計画年次 
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１ スローガン                               

基本理念である“自主・自立、共働・共助”の精神で、地域社会に役立 

つシルバー人材センターを目指す。 

 

２ 会 員                                 

 計画終了時（令和４年度末） 

会員数３，９００人、女性会員率３６％を目指す。  

 

（１）現状 

会員数は、平成 21 年度から 23 年度まで 3,900 人前後を推移していた

が、平成 24 年度において 3,794 人、平成 25 年度は 3,630 人と減少傾向

に転じ、28 年度も 3,695 人、29 年度 3,716 人、30 年度 3,689 人で、減

少傾向から横ばいに転じているものの回復は見込まれない状況である。

平成 29 年度から 31 年度の前計画において、平成 31 年度に会員数 4,000

人を目指すこととしていたが、目標を下回ることが明らかになった。単

に高齢者(60 歳以上の）人口をもとに会員数増を目指すことは厳しい状

況となっている。 

会員の年齢構成は、平成 25 年から 65 歳までの継続雇用が義務化され、

結果として 65 歳未満の会員が減少しており、平成 19 年度には 65 歳未満

13.3％、75 歳以上 20.8％であったが、平成 24 年度には 65 歳未満 6.8％

75 歳以上 32.6％、平成 27 年度には 65 歳未満 3.6%、75 歳以上 39.1％、

平成 30 年度には 65 歳未満 3.01％、75 歳以上が 51.34％と半数を超え、

80 歳以上も 17.67％をしめている。急速な高年齢化が進んでいる。平成

30 年度の新規入会者の平均年齢も 71.3 歳で 70 歳を超えている。  

会員の事故発生状況は、平均年齢、入会時年齢ともに上昇しており、

死亡事故は発生していないが、事故発生件数は増加傾向にある。また法

が想定する定年退職者ではなく、就労期間の短い会員が増えており、就

業に必要な基礎的な知識・経験の不足している入会者がいる。 

 

（２）課題 

関町・石神井・大泉地域の高齢者には、「練馬にある事務所は遠い」

という印象がある。現に会員の登録状況も地域により偏在している。現

在心身共に健康であっても、加齢により心身に機能低下が生じる場合が

一般的であり、就業に支障が見られる会員について、個人情報に配慮し

つつ、家族への連絡や地域包括支援センター等との連携などの対応も検

討する必要がある。長く就業を続けるために、会員の健康管理や体力づ 
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くりに 今まで以上に取り組む必要がある。 

また、会員が就業する際には、ビジネスマナーや就業スキルアップが

求められている。 

 

（３）課題に対する対応策 

① 入会説明会におけるシルバーの基本理念、就業規約等の徹底と出張説

明会の実施 

② 会員の保有資格等のデータベース化（就業機会の提供） 

③ 会員に対する接遇研修等の実施 

④ 職種別技能研修の実施 

⑤ 健康診断、健康管理の普及啓発の強化 

⑥ 地域包括支援センター等と連携した、介護予防や介護相談等の実施 

  

３ 就 業                                

  計画終了時（令和４年度） 

  契約金額１４億１千万円、  就業率７２％を目指す。 

  現状 

シルバーの契約金額は、平成 20 年度の約 14 億８千万円をピークとし

て平成 24 年度には約 12 億７千万円まで減少した。その後、経済動向は

徐々に回復の兆しを見せ、平成 25 年度の契約金額は平成 24 年度に比べ

て微増となり、その後も微増傾向が続いている。契約件数は年々増加し

ているが、多人数が就業する大口の契約が減少し、１回限りの仕事や時

間の短いマンション清掃等小口の契約による就業が増加している。令和

元年には消費税率の改定があり、内税のため契約金額は増加している。 

平成 30 年度から従来の請負・委任に加え派遣事業を開始した。 

就業率については、「就業は卒業したがシルバーの会員は続ける」とい

う高齢会員がおり、総会・班会議などに元気な姿を見せてくれる。こう

した会員をシルバーとしては「よき先輩・お手本」と考えており、就業

率向上のために、未就業会員の退会を勧奨することはしない。また、会

員の中には、シルバーがすべての会員に対して仕事を保障するものと誤

解する者や過去に従事していた仕事内容以外は受け入れないなどにより

就業に結びつかない場合が生じており、分野によっては受注は有るが応

募する会員がいないという状況も発生している。 

会員の就業に対する意識を啓発するため、未就業会員を対象に個別就

業相談を開始している。 
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（１）課題 

練馬区は住宅都市のため、個人宅や集合住宅からの発注の割合が多い。

受注拡大のためこれらに加えて、区内の企業等からの発注を増やすよう

様々な工夫をしなければならない。   

シルバーの存在は知られているものの、具体的な活動内容までは十分に

浸透しているとは言えない。そのため、企業向けにダイレクトメール

(DM)を送付し、訪問して説明する等、今まで以上にきめ細かい営業活動

を行う必要がある。 

また、会員の就業機会拡大のため、平成 30 年度から始めたシルバー派

遣事業は民間及び公共ともに伸びておらず、練馬区の立地の特性に応じ

た事業開拓に取り組む必要がある。 

できるだけ多くの会員に就業機会を提供することがシルバーの使命で

あることから、ワークシェアリングを継続するとともに、未就業会員へ

の就業支援を継続・強化する必要がある。 

また、様々な経験を有する会員が存在するシルバーの特性を生かした主

催事業については、現在実施している事業の成果を点検し、必要に応じ

て改善する必要がある。 

会員の安全就業・事故防止は最優先で取り組むべき課題であり、会員の

みならず発注者の理解を得ながら着実に進めていく。特に事故防止につ

いては、傷害・物損事故に限らず、個人情報の紛失などはシルバーの信

用失墜につながることから、事故等の未然防止を徹底する必要がある。 

 

（２）課題に対する対応 

① 新規発注者の開拓（企業向けＤＭ等） 

② シルバー派遣事業の拡大と適正就業の徹底 

③ ワークシェアリングの見直しと拡大 

④ 会員への就業相談の実施 

⑤ 独自事業の拡大 

⑥ 災害時等の安全確保（契約書への記載） 

⑦ 安全就業・事故防止研修の実施 

 

４ 地域社会への還元                        

(１）現状 

シルバー設立 30 周年を契機に、社会還元事業として地域班組織による 

 清掃ボランティア活動を開始した。各班の創意工夫により一層の充実を 

図り、すでに 700 回を超える活動に成長した。会員同士の交流にも寄与
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している。 

さらに、平成 23 年には公益社団法人となり、15 の地域班を５ブロック 

    に分けて行う「ブロック合同研修会」事業は、会員だけでなく広く一般 

区民にも参加を呼び掛けて講演会等を実施している。 

 また、区からの受託事業である「お困りごと支援事業」や「区報のポス 

ティング」については、地域社会からのニーズに合致しており、公益法 

人の活動にふさわしいものとして定着している。平成 28 年度からは介

護保険法の改正に伴う総合支援事業の一環として、「シルバーサポート事

業」を区より受託。平成 29 年度から「元気高齢者による介護施設業務補

助事業」を区から受託している。区が行う施策に連動して防災関連で

は、「家具転倒防止器具取付」「感震ブレーカー取付」「空き家管理」を受

託できる体制を整えた。 

これらの事業は、地域社会からの期待に応えるとともに、シルバーに対

する理解を深めてもらうための普及啓発の重要な役割も担っている。 

 

（２）課題 

地域班による清掃ボランティアやブロックによる公益的事業等について

は、会員の自発的な参加・活動によるものであるため、班により開催状況

や参加会員数には違いがあるのは当然だと考えている。ただ、会員の中に

は清掃ボランティアの参加者が少ないと批判する者もあり、主催者（班

長・女性幹事・組長）の負担になる場合がある。 

また、お困りごと支援事業、シルバーサポート事業については、必要会 

員数が充足できないこともある。今後、潜在需要はさらに拡大すると思 

われるので、区および包括支援センター等との連携の強化とともに、シ

ルバーサポーターの育成など体制の充実を図る必要がある。 

さらに、区の施策に連動して開始した事業は、区の事業終了後あまり利

用されていない。シルバーにふさわしい地域貢献事業の展開が必要であ

る。 

 

       (３) 課題に対する対応策 

     ① 地域班による清掃ボランティアの継続と支援の強化 

     ② お困りごと支援事業等の体制の充実 

     ③ ブロックによる講演会・研修会等の充実 

     ④ 地域行事等への参加の拡大 

     ⑤ 区の施策に連動した事業の検討 
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５ 普及啓発活動                           

（１）現状 

シルバーの存在については多くの方に知られているものの、詳細な

情報を効果的に周知する方法が十分でないため発注に至らない場合が

多いものと思われる。これまで、新聞折り込み広告やシルバー広報月

間におけるティッシュペーパーやチラシの配布、西武池袋線練馬駅お

よび石神井公園駅ホームの看板広告など、様々なＰＲ活動を行ってき

た。昨年新規に、元気高齢者の集まる区内４か所のはつらつセンター

に「シルバー人材センター情報掲示板」を設置した。    

広報活動の効果については、毎年実施している顧客満足度調査や会 

     員の入会時調査によれば一定の効果はあるものと考えられる。 

また、会員による誠実な仕事ぶりにより一層の信頼を得ることで、

口コミによるＰＲが最も優れた普及啓発活動であり、会員一人ひとり

が広告塔の自覚を持って就業することが肝要である。 

 

   （２）課題 

従来から行ってきた様々なＰＲ活動については、費用対効果を検証

し、年次計画で継続実施の判断を行うとともに、新たな普及啓発活動

を考える必要がある。ホームページについても、よりわかりやすく親

しみやすい効果的な内容を検討する必要がある。 

一方、区や地域団体との連携の機会は限定的である。公益法人とし

て、区の外郭団体としてあるべき普及啓発活動の方策については、制

度上の制約や費用対効果も含め総合的な見地で検討する必要がある。 

 

（３）課題に対する対応策 

① 新たな普及啓発活動計画の策定 

② ホームページの効果的活用 

③  地域班による清掃ボランティアの継続（再掲） 

④  地域行事等への参加の拡大（再掲） 

 

 ６ 組 織                                

（１）現状 

組織運営については、月１回開催される定例理事会を中心とし、順調 

に運営されている。 

現在、シルバーの組織は、最高議決機関である総会の他、理事会、専

門部会および 15 の地域からなる地域班、地域班内に 108 の組がある。
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また、地域班、組による組織で会員相互の交流を図るとともに、毎月発

行する「事務局だより」を全会員に配付している。 

相互の交流や地域貢献活動に関心が無く就業のみの会員も存在してお

り、意識の異なる会員が混在している。 

各部会については昨年度、所管分野の事業計画の策定・進捗状況の管

理・成果評価を行うこととした。各種教室の運営を平準化するため、教

室事業運営委員会を設置し、一本化を行った。 

事務局体制については、平成 31 年４月から３係１事業所により運営し

ている。国の「働き方改革」に伴う制度の改正に応じた労働環境の整備

を進めている。 

 

（２）課題 

班長・女性幹事・組長等については、交代要員の確保が困難な場合が

あり、事務局・理事・班長等の連携が必要となっている。 

事務局体制については、係制が定着・安定しつつあるが、職員育成と

合わせて進行管理が必要である。「働き方改革」に伴い、予定されてい

る制度改正への取り組みが必要となる。令和５年からは消費税のイン

ボイス実施が予定されており、大きな影響が予測されるため、十分な

検討と準備が必要となる。平和台事業所の移転が計画されている。（練

馬区公共施設等総合管理計画） 

 

（３）課題に対する対応策 

① 会員情報の把握を徹底するとともにその活用により、班組織の運営

を安定的に行う。 

② 職員向け研修の充実 

③ 人事・給与制度の見直し 

④ 消費税のインボイス実施への対応 

⑤ 平和台事業所移転への対応 

 

 ７ 数値目標・・・・・・・・・・・別紙１のとおり              

８ 実施項目・計画年次・・・・・・別紙２のとおり             



派遣

男（増加数） 女（増加数） 計（増加数） 金額(千円) 前年度比 金額(千円) 就業実人員 就業率

2013

25
2014

26
2015

27
2016

28
2017

29
2018

30
2019

31
2020

2
2021

3
2022

4

71.5%

7,000 2,615 70.8%

2,496(21) 1,404(29) 3,900(50) 36.0%

2,470(20) 1,380(30) 3,850(50) 35.8%

1,410,000 0.3% 10,000 2,810 72.0%

1,405,000 0.3% 9,000 2,750

71.2%

1,338,958 0.1% 2,698 70.6%

2,450(63) 1,350(43) 3,800（106） 35.5%

2,387 1,307 3,694 35.3%

1,400,000 0.3% 8,000 2,690 70.8%

1,395,000 0.4%

2,377(△51) 1,312(24) 3,689(△27) 35.6%

1,338,120 0.4%

1,389,832 3.8% 2,242 2,628

70.6%

2,428(45) 1,288(77) 3,716(122) 34.6%

1,332,954 0.3% 2,615 71.6%

2,438(15） 1,257(26）  3,695(41） 34.0%

33.7%

2,613

2,567 70.7%

2,448(11） 1,234(41）  3,682(52） 33.5% 1,329,166 3.1% 2,597 70.5%

2,437(△134） 1,193(△30）  3,630(△164） 33.0% 1,288,683 1.2%

2,423(△25） 1,231(△3）  3,654(△28）

※平成25年度～30年度は実績。平成31(令和元)年度は、会員数は令和２年１月末実績。それ以外は令和元年12月末までの
　実績値を基準に推定した数値。

別　　紙　　１

中期事業計画(経営計画)　　　数　値　目　標

年度
会　　員　　数　　　(人) 女性会員率

(％)

契　約　金　額
就　業　

請負・委任



別　紙　２

主な事業等 摘要 ２年度 ３年度 ４年度

２年度 ３年度 ４年度

入会説明会で説明会のレジュメを配布して説明内容の定着を図ります。 充実 実施

入会説明会で受注案件の一覧表を配布して早期の就業につなげます。 新規 実施

事務局(練馬駅)以外を会場とする入会説明会を実施します。 新規 検討 実施

２年度 ３年度 ４年度

保有資格等をホームページに掲載し、新たな受注を開拓します。 新規 検討 実施

技能向上が必要な会員に、就業支援講習等の受講を勧奨します。 継続 実施

２年度 ３年度 ４年度

新規に就業する会員を対象にした接遇研修を実施します。(悉皆) 継続 実施

学校施設管理3年目の会員を対象にした接遇研修を実施します。 継続 実施

２年度 ３年度 ４年度

造園会社に委託して植木職人の会員に専門技術の実践研修を実施します。 継続 実施

会員が講師となり、刃物研ぎの実践研修を実施します。 継続 実施

東京しごと財団が実施する就業支援講習に会員を推薦します。 継続 実施

２年度 ３年度 ４年度

会員が区民検診を受診するように勧奨します。 継続 実施

班活動で練馬区健康いきいき体操を実施するように勧奨します。 継続 実施

２年度 ３年度 ４年度

会員と職員を対象に認知症サポーター養成講座を実施します。 継続 実施

地域包括支援センターへの適切な情報提供を実施します。 継続 実施

会員の保有資格等のデータベース化(就業機会の提供)

シルバー人材センターの基本理念、就業規約等の理解が不十分で、入会しても就業につな
がらなかったり就業に適応できない会員がいます。入会説明会では、具体的でわかりやす
い説明をする必要があります。また、練馬駅へのアクセスが不便な地区に住む区民の利便
性を向上させるため、練馬駅から離れた場所で説明会を実施する必要があります。

健康診断、健康管理の普及啓発の強化

就業中の会員の半数は75歳以上で、病気で退会する会員が最も多く会員の健康維持が課題
になっています。このため、長く就業を続けられるように、会員の健康管理や体力づくり
への意識啓発が必要です。

計　画　年　次

課題に対する対応策

地域包括支援センター等と連携した、介護予防対策や介護相談等の実施

会員の高齢化が進行し、加齢による心身の機能低下が就業に支障を生じさせるケースがあ
ります。安心していつまでも働き続けられるように介護予防について啓発する必要があり
ます。また、会員の家族や就業で接する人に介護が必要と見込まれる場合に地域包括支援
センターへ情報提供する必要があります。

課題に対する対応策の主な事業と計画年次

区分 課題

会員に対する接遇研修等の実施

会員がこれまでの職業経験を生かして就業することは重要です。しかし、これまでの職業
経験で培った接遇態度のまま就業し、就業にふさわしくないことばや態度となり就業を継
続できなくなることがあります。会員がシルバー人材センターの就業を継続するために、
すべての会員が会員にふさわしい接遇態度を身に着ける必要があります。

会員が技術を必要とする就業を希望しても、その水準が低く就業に至らない場合がありま
す。また、加齢により技術力が低下する会員がいます。会員が希望する就業を行えるよう
に技術力を向上させるための研修を実施する必要があります。

職種別技能研修の実施

会
　
　
員

会員が入会申込書に記入した保有資格や活用したい技能の情報はシステムで管理していま
す。しかし、保有資格を活用する受注がなかったり、技能の水準が就業に達していないた
め就業につながらないケースがあります。保有する資格を活用する受注を開拓したり、技
能の水準を就業に適するまで向上させる必要があります。

入会説明会におけるシルバー人材センターの基本理念、就業規約等の徹底と出張入会説明会の実施
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地域包括支援センターと連携し、会員に介護予防情報を提供します。 新規 検討 実施

２年度 ３年度 ４年度

区内企業へのダイレクトメールによる広報を実施します。 新規 検討 実施

区内産業団体の協力を得て、加入企業への広報を実施します。 新規 検討 実施

２年度 ３年度 ４年度

受注時に発注者に派遣事業を説明し、請負と派遣を選択してもらう。 継続 実施

区内企業へのダイレクトメールによる広報を実施します。(再掲) 新規 検討 実施

区内産業団体の協力を得て加入企業への広報を実施します。(再掲) 新規 検討 実施

２年度 ３年度 ４年度

事業部会で特定就業を検証し、必要な見直しを行います。 新規 検討 実施

２年度 ３年度 ４年度

会員を対象とした就業相談を毎月実施します。 継続 実施

２年度 ３年度 ４年度

新規教室事業の企画提案を募集し、新規教室を開設します。 継続 実施

教室事業の講師をホームページで広報し、講師派遣を実施します。 新規 検討 実施

会員の希望を踏まえて、新たな独自事業を研究します。 新規 検討 実施

２年度 ３年度 ４年度

特別警報等の発令時に会員が就業を休止するように契約書に規定します。 新規 実施

２年度 ３年度 ４年度

独自事業、発注者がいないシルバー人材センターの主催事業です。現在、教室の講師とし
ての就業を希望する会員のために英語英会話教室などの教室事業を実施しています。各種
教室の講師を希望する会員のために新たな教室を開設する必要があります。また、会員の
希望に応えて、教室事業以外の独自事業を研究する必要があります。

独自事業の拡大

会員の就業希望が多い仕事を「特定就業」に指定して、5年間の就業期限を設けて新たに
希望する会員の就業機会を確保しています。委託や指定管理の施設が増加する中で、特定
就業に指定する仕事の範囲やルールを検証し、必要な見直しを行う必要があります。

災害時等の安全確保（契約書への記載）

会員の高齢化が進行する中で転倒事故が増加し、事故件数の全体を上昇させています。事
故が発生すると、会員は就業を続けられなくなるばかりでなく重篤化すると生活そのもの
が変わってしまいます。また、発注者様にご迷惑をおかけしたり、シルバー人材センター
の信用も低下させます。事故を防ぐため、会員に対して、安全就業の意識啓発をする必要
があります。

安全就業・事故防止研修の実施

ワークシェアリングの見直しと拡大

一部の会員は、入会しても就業を経験せずに退会しています。また、これまでの就業を辞
めて新たな就業を探している会員もいます。このような会員が円滑に就業できるように経
験豊かな職員が就業相談を実施し、会員の希望を聞き、ふさわしい就業先情報を提供する
必要があります。

会員への就業相談の実施

就
　
　
　
業

派遣事業の拡大と適正就業の徹底

近年、台風等の自然災害が強力化し、会員の安全就業の支障になる場合が発生していま
す。会員の安全を確保するため、特別警報等の発令時に就業会員の判断で就業を休止でき
る契約とする必要があります。

新規発注者の開拓（企業向けＤＭ等）

練馬区は住宅都市のため、家庭からの受注は多いものの、企業からは拡大の余地がありま
す。受注の拡大には、区内企業にシルバー人材センターを周知する必要があります。

会員が職場で指揮命令を受けて職場のスタッフとして働くことは請負・委任契約では違法
となります。このため、請負・委任契約で働く分野は限られます。派遣契約を受注し、こ
れまで会員に提供できなかった分野の仕事を拡大する必要があります。また、受注に際し
て仕事内容を把握し、請負・委任では受注できない仕事を派遣契約にするように、適正な
受注を徹底する必要があります。
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職群別研修の機会に安全就業について講義します。 充実 実施

班会議で安全管理部会の部会員が安全就業について講義します。 継続 実施

事務局だよりで安全就業を啓発します。 継続 実施

安全就業読本を全会員に配布します。 新規 実施

２年度 ３年度 ４年度

地域班組織が清掃ボランティアを継続できるように支援します。 継続 実施

２年度 ３年度 ４年度

シルバーサポーターへの登録者を増加させます。 継続 実施

シルバーサポーターの得意分野を把握します。 充実 実施

地域班部会によるブロック事業の検証と検討を進めます。 新規 検討 実施

ブロックの意向を踏まえて情報等の支援を強化します。 充実 実施

２年度 ３年度 ４年度

練馬まつりへの参加を継続します。 継続 実施

地区祭への参加を拡大します。 充実 実施

２年度 ３年度 ４年度

区の施策に連動した事業の継続を図ります。 継続 実施

新たな区の事業を補完するサービスの事業化を検討します。 継続 実施

２年度 ３年度 ４年度

複数年度にわたる総合的で効果的な普及啓発計画を策定します。 新規 検討 実施

地域行事等への参加の拡大

15の地域班の3つの班で構成するブロックを5つ設置しています。このブロック
で地域貢献事業として講演会等のブロック事業を実施しています。一般区民も
参加できる事業でブロックごとに年1回以上開催し、好評を得ています。ブ
ロック事業を充実させるために会場確保や講師の紹介などの支援を強化する必
要があります。

設立30周年の記念事業として平成19年度に開始した清掃ボランティアは、区内に15ある班
の地域貢献活動として今日まで継続して定着しています。地域班によって参加人数や実施
回数に違いはありますが主体的な活動としてこれからも継続する必要があります。また、
清掃ボランティア活動を安定的に運営するため、必要な支援をする必要があります。

ホームページの効果的活用

シルバー人材センターは、練馬区民が会員となり練馬区内の需要にこたえて高齢者のいき
がい就業を推進する地域的な団体です。町会などの地域団体の理解を得て同じ地域団体と
しての連携を深める必要があります。

普
及

ブロックによる講演会・研修会等の充実地
域
社
会
へ
の
還
元

シルバー人材センターでは、練馬区が転倒防止器具を配布するときや電話機に取り付ける
録音機を配布するときにこの取り付けを事業化し、区の施策を補完してきました。今後も
区の施策を注視し、区の事業が円滑に推進できるように事業化する必要があります。

区の施策に連動した事業の検討

シルバー人材センターは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に定められた公益社団
法人で、その趣旨や事業を多くの人に知っていただく普及啓発活動が重要です。これまで
単年度の普及啓発活動計画を作成していましたが、より効果的に普及啓発活動を行うため
に複数年度にわたる計画を策定する必要があります。

新たな普及啓発活動計画の策定

地域班による清掃ボランティアの継続と支援の強化

平成22年度からお困りごと支援事業を練馬区から受託し、高齢者に対するサービス提供を
開始しました。その後、要支援認定者を対象とするシルバーサポート事業が加わり、高齢
者に対するサービス分野が拡大しました。就業する会員をシルバーサポーターとして登録
して紹介していますが、会員の得意分野を把握してより効果的なサービスを提供する必要
があります。

お困りごと支援事業等の体制の充実
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２年度 ３年度 ４年度

紙媒体の情報発信をホームページにも掲載します。 充実 実施

個人情報に配慮して会員向けコンテンツを掲載します。 新規 検討 実施

新たな受注開拓のため、特殊技能を持つ会員を掲載します。 新規 検討 実施

２年度 ３年度 ４年度

事務局が地域班運営に情報支援します。 継続 実施

事務局が班長等の交代に際して情報支援します。 継続 実施

２年度 ３年度 ４年度

係ごとのＯＪＴを充実します。 充実 実施

東京しごと財団の職層研修、専門研修の受講を推進します。 継続 実施

練馬区の職員研修を受講します。 継続 実施

２年度 ３年度 ４年度

無期雇用職員と有期雇用職員の処遇の均等・均衡を図ります。 新規 検討 実施

組織力強化委員会を設置し、事務局職員にふさわしい処遇を検討します。 新規 検討 実施

２年度 ３年度 ４年度

消費税のインボイス実施への対応を検討する。 継続 検討

２年度 ３年度 ４年度

平和台事業所移転の準備を進めます。 継続 検討 実施

シルバー人材センターは「自主・自立」、「共働・共助」の理念に基づき、理事と15の地
域班組織が主体的に運営しています。班には班長、女性幹事、組長の世話役がいますが、
世話役の交代が円滑に進まないケースが出ています。個人情報の保護に留意し、地域班運
営の主体性を尊重したうえで、班長等に適切な会員情報を提供することにより地域班の運
営を支援する必要があります。

情報機器の普及が著しく、シルバー人材センターのホームページの重要性は高くなってい
ます。センターでは、スマートフォン用のホームページを立ち上げるなど、ホームページ
による情報発信の充実に努めてきました。今後は、会員向けコンテンツの充実や新たな就
業につながるコンテンツなどの情報発信を充実し、事業運営を推進できるようにホーム
ページを効果的に活用する必要があります。

地域班による清掃ボランティアの継続と支援の強化（再掲）

及
啓
発
活
動

区は、公共施設総合管理計画で平和台事業所の機能を北保健相談所へ移転する予定です。
平和台事業所の利用者の理解を進め、作業所の機能が円滑に移行できるように準備する必
要があります。

平和台事業所移転の対応

地域行事等への参加の拡大（再掲）

職員向け研修の充実

シルバー人材センターの職員には敏感に時代状況をとらえて課題を解決する能力が求めら
れます。また、組織力を発揮するため、職責に応じた役割の達成も求められます。さら
に、成果を上げるためには、コミュニケーション力や問題解決能力なども必要です。これ
らの能力を持った人材を育成するため、個々の職員の状況に応じた適切な研修の実施が必
要です。

人事・給与制度の見直し

「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善に関する法律(パートタイム・有期
雇用労働法)」により、令和３年度から正規職員と嘱託職員、臨時職員の間の不合理な待
遇が禁止されます。このため、働き方や役割に応じた賃金や休暇等であることを確認し、
人事給与制度を見直す必要があります。また、70歳までの雇用機会の提供が企業の努力義
務とされ、会員の高齢化は確実に見込まれており、高齢化に伴う様々な課題等に適切に対
応できる事務局組織となるように組織力の強化に取り組む必要があります。

国は、適格請求書保存方式(インボイス)を令和5年10月1日から段階的に実施します。これ
にともない、会員が免税事業者であっても配分金に含まれる消費税額をシルバー人材セン
ターが納税しなければならなくなり、最終的には事務費のすべてを納税に充当することに
なります。経営を維持するためには、この納税額を会員や発注者に転嫁せざるを得なくな
り、現実的な対応策の検討が必要です。

会員情報の把握を徹底するとともにその活用により、班組織の運営を安定的に行う。

組
　
織

消費税のインボイス実施への対応
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平成30年度 年齢層別就業会員数

会員総数 就業会員数

60～64歳 65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85～90歳 90歳以上

42.3％

61.7％

73.3％

76.5％

74.8％

61.2％
17.6％

※ ％は年齢層ごとの就業率




